
2　健康・福祉

（1）健康
ア　65歳以上の者の新体力テストの合計点は

向上傾向
平成30（2018）年の70～74歳の男子・女子、
75～79歳の女子の新体力テスト（握力、上体
起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、10m障害
物歩行、6分間歩行）の合計点は、それぞれ平
成12（2000）年の65～69歳男子・女子、70～
74歳の女子の新体力テストの合計点を上回っ
ている（図1－2－2－1）。

イ　60～65歳層の数的思考力と読解力は各
国に比べて高い
OECDの国際成人力調査（PIAAC）による
と、60～65歳層の数的思考力、読解力は各国
に比べて高い（図1－2－2－2、図1－2－2
－3）。

ウ　健康寿命は延伸し、平均寿命と比較しても
延びが大きい
日常生活に制限のない期間（健康寿命）は、
平成28（2016）年時点で男性が72.14年、女性
が74.79年となっており、それぞれ平成22年

図1－2－2－1 　新体力テストの合計点
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資料：スポーツ庁「体力・運動能力調査」
（注1）図は、3点移動平均法を用いて平滑化してある。
（注2）合計点は、新体力テスト実施要項の「項目別得点表」による。得点基準は、男女により異なる。
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（2010）年と比べて延びている（平成22年→平
成28年：男性1.72年、女性1.17年）。さらに、
同期間における健康寿命の延びは、平均寿命の
延び（平成22年→平成28年：男性1.43年、女
性0.84年）を上回っている（図1－2－2－4）。
平均寿命と健康寿命の差を都道府県別に見る
と、男性では青森県（平均寿命と健康寿命の
差：7.03年）が最も差が短く、奈良県（平均寿
命と健康寿命の差：9.97年）が最も長い。また、
女性では栃木県（平均寿命と健康寿命の差：

10.51年）が最も差が短く、広島県（平均寿命
と健康寿命の差：13.71年）が最も長い。
平均寿命と健康寿命の関係を都道府県別に見
ると、男女とも平均寿命が全国平均より長い都
道府県では、平均寿命と健康寿命の差も全国平
均より大きいところがやや多い。また、平均寿
命については女性より男性の方がばらつきが大
きいが、平均寿命と健康寿命の差については女
性の方がばらつきが大きい（図1－2－2－5）。

図1－2－2－2 　数的思考力と年齢の関係
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資料：OECD「国際成人力調査」（第1回調査）
（注）参加国は24か国・地域。16歳から65歳の成人を対象。調査期

間は、平成23年8月～平成24年2月。

図1－2－2－3 　読解力と年齢の関係
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資料：OECD「国際成人力調査」（第1回調査）
（注）参加国は24か国・地域。16歳から65歳の成人を対象。調査期

間は、平成23年8月～平成24年2月。

図1－2－2－4 　健康寿命と平均寿命の推移
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資料：平均寿命：平成13・16・19・25・28年は、厚生労働省「簡易生命表」、平成22年は「完全生命表」
健康寿命：�平成13・16・19・22年は、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研

究」、平成25・28年は「第11回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」
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図1－2－2－5 　都道府県別　平均寿命と健康寿命の関係
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エ　75歳以上の運動習慣のある者の割合は4
割前後で、男性の割合が高い
運動習慣のある者の割合（平成30年）を見
ると、65～74歳で男性41.8％、女性36.0％、75
歳以上で男性44.4％、女性37.1％と男性の割合
が女性よりも高くなっている。また、男性、女
性いずれも、それぞれの20～64歳の21.6％、
16.6％と比べ高い水準となっている（図1－2
－2－6）。

オ　65歳以上の者の死因は「悪性新生物（が
ん）」が最も多い
65歳以上の者の死因別の死亡率（65歳以上
人口10万人当たりの死亡数）を見ると、平成
30（2018）年においては、「悪性新生物（がん）」
が916.6と最も高く、次いで「心疾患（高血圧
性を除く）」546.1、「老衰」309.3の順になって
いる（図1－2－2－7）。
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図1－2－2－6 　65歳以上の運動習慣者の割合
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
（注1）調査対象は、全国の20歳以上の男女。
（注2）身体状況調査の問診において「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、「運動習慣」のすべての質問に回答した者を集計対象

とした。
（注3）「運動習慣者」とは、1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者。

図1－2－2－7 　主な死因別死亡率の推移（65歳以上の者）
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（2）65歳以上の者の介護
ア　65歳以上の者の要介護者等数は増加して

おり、特に75歳以上で割合が高い
介護保険制度における要介護又は要支援の認
定を受けた人（以下「要介護者等」という。）
は、平成29（2017）年度末で628.2万人となっ
ており、平成20（2008）年度末（452.4万人）
から175.9万人増加している（図1－2－2－8）。
また、要介護者等は、第1号被保険者の18.0％
を占めている。
また、65～74歳と75歳以上の被保険者につ
いて、それぞれ要支援、要介護の認定を受けた
人の割合を見ると、65～74歳で要支援の認定
を受けた人は1.3％、要介護の認定を受けた人
が2.9％であるのに対して、75歳以上では要支
援の認定を受けた人は8.6％、要介護の認定を
受けた人は23.3％となっており、75歳以上にな
ると要介護の認定を受ける人の割合が大きく上

昇する（表1－2－2－9）。
要介護者等について、介護が必要になった主
な原因について見ると、「認知症」が18.7％と
最も多く、次いで、「脳血管疾患（脳卒中）」
15.1％、「高齢による衰弱」13.8％、「骨折・転
倒」12.5％となっている。また、男女別に見る
と、男性は「脳血管疾患（脳卒中）」が23.0％、
女性は「認知症」が20.5％と特に多くなってい
る（図1－2－2－10）。
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表1－2－2－9 　要介護認定の状況

� 単位：千人、（　）内は％

65〜74歳 75歳以上
要支援 要介護 要支援 要介護
233 504 1,493 4,052
（1.3） （2.9） （8.6） （23.3）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」（平成29
年度）より算出

（注1）経過的要介護の者を除く。
（注2）（　）内は、65～74歳、75歳以上それぞれの被保険者に

占める割合

図1－2－2－8 　第1号被保険者（65歳以上）の要介護度別認定者数の推移
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資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」
（注）平成22（2010）年度は東日本大震災の影響により、報告が困難であった福島県の5町1村（広野町、楢葉町、富岡町、川内村、双葉町、

新地町）を除いて集計した値



イ　介護を頼みたい人は、男性の場合配偶者、
女性の場合ヘルパーなど介護サービスの人
が最も多い
内閣府の調査で、55歳以上の人に介護を頼
みたい人について聞いたところ、男性の場合は
「配偶者」が56.9％、女性の場合は「ヘルパー
など介護サービスの人」が39.5％と最も多く
なっている（図1－2－2－11）。

ウ　介護費用について、「年金等の収入でまかな
う」と考えている人が63.7％と最も多い
介護が必要になった場合の介護費用につい
て、内閣府の調査で55歳以上の人にたずねた
ところ、「年金等の収入でまかなう」が63.7％、
「貯蓄でまかなう」が20.5％、「収入や貯蓄では
まかなえないが、資産を売却するなどして自分
でまかなう」が4.0％、「子などの家族・親戚か
らの経済的な援助を受けることになると思う」
が3.2％、「特に考えていない」が8.1％となっ
ている。また、男女別に比較をしてみると、
「年金等の収入でまかなう」との回答はどの年
齢層でも女性より男性の方が高い（図1－2－
2－12）。

図1－2－2－10 　65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要となった主な原因
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11.2

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成28年）
（注）熊本県を除いたものである。

図1－2－2－11 　�必要になった場合の
介護を依頼したい人
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資料：内閣府「高齢者の健康に関する調査」（平成29年）
（注）調査対象は、全国の55歳以上の男女。
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図1－2－2－12 　必要になった場合の介護費用に関する意識
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資料：内閣府「高齢者の健康に関する調査」（平成29年）
（注1）調査対象は、全国の55歳以上の男女。
（注2）質問内容は「あなたは、将来あなたの身体が虚弱になって、日常生活を送る上で、排せつ等の介護が必要な状態になった時、介護に係る

費用は、どのようにしてまかなうことになると思いますか。」
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エ　主に家族（とりわけ女性）が介護者となっ
ており、「老老介護」も相当数存在
要介護者等からみた主な介護者の続柄を見る
と、6割弱が同居している人が主な介護者と
なっている。その主な内訳を見ると、配偶者が
25.2％、子が21.8％、子の配偶者が9.7％となっ
ている。また、性別については、男性が
34.0％、女性が66.0％と女性が多くなっている。
要介護者等と同居している主な介護者の年齢
について見ると、男性では70.1％、女性では
69.9％が60歳以上であり、いわゆる「老老介
護」のケースも相当数存在していることがわか
る（図1－2－2－13）。

オ　要介護4では45.3％、要介護5では
54.6％がほとんど終日介護を行っている
平成28（2016）年の同居している主な介護
者が1日のうち介護に要している時間を見ると、
「必要な時に手をかす程度」が44.5％と最も多

い一方で、「ほとんど終日」も22.1％となって
いる。要介護度別に見ると、要支援1から要介
護2までは「必要な時に手をかす程度」が最も
多くなっているが、要介護3以上では「ほとん
ど終日」が最も多くなり、要介護4では45.3％、
要介護5では54.6％が「ほとんど終日」介護し
ている（図1－2－2－14）。平成25（2013）年
と比較すると、平成28（2016）年には「ほと
んど終日」が3.1ポイント低下し、時間の上で
は負担の改善がみられる。

カ　介護や看護の理由により離職する人は女性
が多い
家族の介護や看護を理由とした離職者数は平
成28（2016）年10月から平成29（2017）年9
月までの1年間で99.1千人であった。とりわけ、
女性の離職者数は75.1千人で、全体の75.8％を
占めている（図1－2－2－15）。

図1－2－2－13 　要介護者等からみた主な介護者の続柄
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資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成28年）
（注）熊本県を除いたものである。
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図1－2－2－15 　介護・看護により離職した人数
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資料：総務省「就業構造基本調査」

図1－2－2－14 　同居している主な介護者の介護時間（要介護者の要介護度別）
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資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成28年）
（注1）「総数」には要介護度不詳を含む。
（注2）平成28年の数値は、熊本県を除いたものである。
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キ　介護施設等の定員数は増加傾向で、特に有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住
宅の定員が増加
介護施設等の定員数は、増加傾向にある。施
設別に見ると、平成29（2017）年では、介護
老人福祉施設（特養）（542,498人）、有料老人

ホーム（518,507人）、介護老人保健施設（老健）
（372,679人）等の定員数が多い。また、近年は
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
の定員数が特に増えている（図1－2－2－
16）。
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図1－2－2－16 　介護施設等の定員数（病床数）の推移
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資料：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、「社会福祉施設等調査」、「介護給付費等実態調査」（各年10月審査分）
（注1）「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」については受給者数である。

なお、平成18年以降は短期利用以外である。
（注2）「サービス付き高齢者向け住宅」は、有料老人ホームの届出をしているもののみである。



ク　介護に従事する職員数は増加
要介護（要支援）認定者数の増加に伴い、介
護に従事する職員数は大幅に増加している。平
成29（2017）年度は、平成12（2000）年度
（54.9万人）の約3.4倍の186.8万人となってい
る（図1－2－2－17）。

図1－2－2－17 　介護職員数の推移
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資料：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（介護職員数）
（注1）平成21年度以降は、調査方法の変更による回収率変動等の影響を受けていることから、厚生労働省（社会・援護局）にて推計したもの。

（平成20年まではほぼ100％の回収率→（例）平成29年の回収率：訪問介護91.7％、通所介護86.6％、介護老人福祉施設92.5％）
・補正の考え方：入所系（短期入所生活介護を除く）・通所介護は①施設数に着目した割り戻し、それ以外は②利用者数に着目した割り
戻しにより行った。

（注2）各年の「介護サービス施設・事業所調査」の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下
のサービスの介護職員については、含まれていない。
（特定施設入居者生活介護：平成12～15年、地域密着型介護老人福祉施設：平成18年、通所リハビリテーションの介護職員数は全ての年
に含めていない）

（注3）介護職員数は、常勤、非常勤を含めた実人員数である。（各年度の10月1日現在）
（注4）平成27年度以降の介護職員数には、介護予防・日常生活支援総合事業に従事する介護職員数は含まれていない。

37

第
1
章

高
齢
化
の
状
況

第
2
節
　
高
齢
期
の
暮
ら
し
の
動
向



ケ　依然として介護職員の不足感は高まってお
り、有効求人倍率は全職業に比べ高い水準
にある
介護関係の職種の有効求人倍率を見ると、全
職業の有効求人倍率に比べ、高い水準を維持し
続けている。平成18（2006）年から平成20
（2008）年までは全職業の有効求人倍率が低下
した一方で、介護関係の職種の有効求人倍率は
1.68倍から2.31倍まで上昇した。リーマン

ショック後は、介護関係の職種の有効求人倍率
も低下したが、平成23（2011）年から再び上
昇し、特に平成26（2014）年からは介護関係
の職種の有効求人倍率の伸びは全職業の有効求
人倍率に比べ、高くなっている。令和元（2019）
年の介護関係職種の有効求人倍率は4.20倍とな
り、全職業の有効求人倍率（1.45倍）の約3倍
となった（図1－2－2－18）。

図1－2－2－18 　有効求人倍率（介護関係職種）の推移
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1.82

2.22

2.59 3.02

3.50 3.90

0.92 1.02 1.00
0.84

0.44

0.48
0.59

0.72
0.83

0.97
1.08

1.22
1.35 1.45 1.45

4.20

資料：厚生労働省「職業安定業務統計」
（注1）有効求人倍率は年平均である。
（注2）パートタイムを含み、新規学卒者及び新規学卒者求人を除く常用に係る数字。
（注3）介護関係職種は、平成24年2月以前は、平成11年改定「労働省編職業分類」における「福祉施設指導専門員」「福祉施設寮母・寮父」「そ

の他の社会福祉専門の職業」「家政婦（夫）」「ホームヘルパー」の合計、平成24年3月以降は、平成23年改定「厚生労働省編職業分類」に
おける「福祉施設指導専門員」「その他の社会福祉の専門的職業」「家政婦（夫）、家事手伝」「介護サービスの職業」の合計による。
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